
「いわみ道の駅」設立協議会設置要綱 

 

平成２５年５月１０日 

岩美町告示第２４号 

 

（設置） 

第１条 「いわみ道の駅」整備計画策定に関して、専門的な見地からの検討、審議を行うため、

「いわみ道の駅」設立協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次の事項について調査、検討及び協議する。 

（１）道の駅の設置に関すること。 

（２）道の駅施設の適正な配置計画に関すること。 

（３）道の駅施設の種類、規模及び構造に関すること。 

（４）実施設計、管理運営計画等に関すること。 

（５）その他会長が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 協議会の委員は１５人以内で組織し、岩美町長の職に在る者の他、次に掲げる者のうち

から町長が委嘱する。 

（１）関係諸団体の代表者又は代表者の推薦する者 

（２）生産者及び加工グループ代表者 

（３）地域住民代表 

（４）その他町長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から「いわみ道の駅」設置の日までとし、委員が欠けた場合に

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長が務める。 

２ 副会長は委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことが

できる。  



（専門部会） 

第７条 会長は、計画策定のために必要な調査、研究、資料の整備のため、協議会に専門部会を

置くことができる。 

 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、産業建設課において処理する。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年５月１０日から施行する。 


